
内共第１号第５種共同漁業権遊漁規則の変更の内容 R6.8.19改正

（別紙） （別紙）
地区 販売所 住所 電話番号 備考 地区 販売所 住所 電話番号 備考
電子遊漁券 (株)フィッシュパス 福井県坂井市丸岡町

熊堂3－7－1－16
０７７６-６７-
７３３５

（新設）

遊漁券購入アドレス

https://www.ｆishpass.co.jp/shop/

変更後 変更前

第７条　組合は、第２条第１項の承認をしたときは、遊漁承認証（オンラインシ
ステムにより発行される遊漁券（以下「電子遊漁券」という。）を含む。) を遊
漁者に交付し、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、電子遊漁券にお
いては（６）注意事項の記載を省略することができる。
（１）承認を受けた者の氏名、住所
（２）承認期間
（３）魚種
（４）遊漁区域
（５）遊漁料の額
（６）注意事項
　　　①遊漁をするときはこの承認証を携帯しなければならない。
　　　②遊漁証は他人に貸与してはならない。
　　　③遊漁者は漁場監視員の要求があったときは遊漁承認証を提示しなければ
        ならない。
　　　④遊漁者は相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはな
        らない。
　　　⑤遊漁者は下記の川底を撹拌してはならない。
　　　　山国川本流中津市金谷潮止えん堤から下流200ｍの間のあゆの産卵場
　　　⑥さびき釣（かご釣）およびごろびきは禁止する。
　　　⑦漁場監視員の指示にしたがうこと。
　　　⑧日付、氏名記入無きは無効とする。
　　　⑨この券ではうけ、かしばり、網漁はできません。
（７）発行者名

（削除） ２　遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

第７条　組合は、第２条第１項の承認をしたときは、別記様式第１号による遊漁
承認証  (以下「遊漁承認証」という) を遊漁者に交付するものとする。

（新設）

３　遊漁料は、理事会において定めた別紙に掲げる場所　　　　　　　　　　　　　　　　　で
納付しなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付するこ
ともできる。

（遊漁承認証に関する事項）

（遊漁料の額及び納付方法）

第６条

３　遊漁料は、理事会において定めた別紙に掲げる場所又はオンラインシステムにおいて
納付しなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付するこ
ともできる。

（遊漁承認証に関する事項）

（遊漁料の額及び納付方法）

第６条


